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は　じ　め　に

「こういうことって、いままで誰も教えてくれなかったんです

よねぇ」

「知らないってことは、損することなんですよねぇ」

　私が労働相談を始めた頃、一人の女性の方が相談に来られて、

「いままで５年間パート勤務をしてきたが、年次有給休暇を一

度も付与されたことがない」というお話をされました。

　それに対して、私が「年次有給休暇というものは、会社に対

して『付与してください。お願いします』と請求し、会社の承

認を得られたときに初めて取得できるというものではなく、労

働者の当然の権利として法律で認められ保護されているもので

すから、「付与してください」という請求行為は単に取得時季

を指定するために行うものですよ」と申し上げたときに、彼女

が溜め息まじりにいった言葉です。

　また、ある相談者は「労働者の立場は弱いってことですよね

ぇ」と呟かれました。

　私には、そのときの二人の顔がいまでも脳裏から離れません。

　以前は、この弱い立場の労働者が皆で結束して労働組合を結

成し、集団によるパワーを背景に会社との団体交渉などを通じ

て権利を獲得し、また労働条件の維持・向上を図ってきたもの

です。ところが、時代の流れというべきか、戦後の一時期に

５０％を超えたこともあった労働組合の組織率も現在では２０％を

下回る状況となっています。また、労働相談を受ける中で個々

の労働組合についてみても、労働組合としての存在意義を忘れ
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たかのような労働組合もあり、もはや労働組合が労働者一人ひ

とりの権利を守ってくれる存在ではなくなっているかのような

印象すらあります。とくに中小・零細企業の場合はその傾向が

顕著のように思われます。

　このような状況の中で、労働者はどのようにして自分の権利

を守り、また法律で保護された制度をどのように活用していっ

たらよいのでしょうか。

　たしかに、年次有給休暇に限らず労働関係のいろいろな問題

については一般の学校では教えてくれません。また、会社側と

しても会社に不利益となるようなことについて、わざわざ従業

員に対して積極的に周知させたくないのが本音かもしれません。

　誰も教えてくれない、誰も守ってくれない弱い立場の労働者

がバカをみなくていいような、そんな力を労働者一人ひとりに

つけてもらいたい。労働関係の知識を少しでも多く身につけて

もらいたい。また、会社と労働トラブルが生じたときの具体的

な対処方法を知得し、自主防衛の手段を身につけてもらいたい。

　本書は、そんな思いから、いままで扱ってきた多くの相談事

例の中から相談の多かったいくつかの事例をピックアップして、

Ｑ＆Ａ形式でまとめてみました。

　転ばぬ先の杖として、少しでも本書が労働者の皆さんのお役

立てになれば幸いです。

　　平成１８年１０月

著　者　　
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募集・採用



 

　厳しい就職活動を経験する中で、やっとの思いで採用内定に

こぎつけた者にとって、入社するまでの間は無事に就職できた

ことへの安堵感とともに、今後の希望と会社への期待とで胸が

いっぱいになっていることと思います。

　そんなある日、突然、会社から採用内定を取り消すといわれ

たら、どのように対処したらよいのでしょうか。

　そもそも、会社へ就職するということは、法律的には会社と

就職希望者との間において労働基準法に定める労働契約（民法

上では「雇用契約」といいます）を締結するということです。

労働契約というのは、雇われる者が雇う者に対して労働に従事

すること、それに対して雇う者がその労働の対償として賃金・

給与などを支払うことを双方が約束し合うものです。

　採用の内定というのは法律的にどのような性格をもつかにつ

いては、いろいろな考え方があります。一般的には、会社から

採用内定通知があるほか特段の意思表示がなく、この採用内定

通知が「求職者の労働契約の申し込みに対する承諾」と判断さ

れる場合は、誓約書の提出と相まって、「内定以後、採用内定

通知書に記載されている採用内定取消事由が生じたときには採

用を取り消されても異議の申し立てをしません」という解約権

が留保された労働契約が成立したものであるとされています。

　そして採用内定通知書が会社から送付され入社することが内

定すると、誓約書の提出を求められることがあります。ここに

は、例えば資料１「誓約書」（巻末参照）のように、他社への

12
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就職をしないこと、また、会社へ提出した履歴書・職務経歴書

の内容に重大な偽りがあった場合や不都合な行為があったとき

は採用を取り消されても異議ありません、などということが書

かれていて、その内容を了解しましたという意味で、署名・押

印して会社に返送することになります。ですから、採用内定者

としては、そこに書かれている内容をよく読んでおき、後日の

ために、できれば提出前にコピーをとっておいたほうがよいで

しょう。

　また、誓約書の提出を求められなかった場合には、それぞれ

の会社によって、個別の採用内定通知の方法・内容や従来から

の慣行などがあるので、それらを総合的に判断して、解約権が

留保された労働契約が成立したものであるか否かを判断するこ

とになります。いずれにせよ、多くは採用内定通知により会社

が採用することを承諾したものであるとみなされます。

　したがって、採用内定者側に何の落ち度もないにもかかわら

ず、会社から一方的に内定取り消しの通知がされると、採用内

定者は、それによって会社に就職する機会を失うことになるば

かりでなく、ほかの会社に就職する可能性をも失ってしまった

ことにもなりかねません。また、経済的な損害をこうむること

となるほか、精神的な苦痛をも受けることになります。

　そのようなことになったときは、会社に対し「債務不履行」

としての損害賠償を求めることができます。また、内定取り消

しの撤回を求めることも可能です。

　損害賠償請求、あるいは内定取り消しの撤回を求める場合は、

一般的には、民事上の紛争として会社との間で会社側の責任や

採用内定者側の損害額などについて話し合いを行い、採用内定



者側の主張が認められ合意に至ったときには、損害賠償あるい

は内定取り消しの撤回をするということになります。

　しかし、採用内定者に何の落ち度もないにもかかわらず会社

から一方的に内定取り消しの通知がされたということは、会社

の内部において何らかの経済的事情の変化などがあったという

こともたぶんに考えられるので、採用内定者が一人で交渉の場

に臨んでも簡単に解決できるとは考えにくいところです。また、

損害賠償を求める場合、法律の専門家でない採用内定者側は損

害額としてどの程度の額を算定し請求したらよいか判断に迷う

ことも多いでしょう。

　弁護士に依頼すれば、相談や会社側との折衝についても適切

に対応してくれますが、弁護士に支払う報酬額はいくらになる

だろうか、あるいは、この程度の紛争解決に弁護士が力を貸し

てくれるだろうか、などの不安や心配が先に立って躊躇される

方もいるでしょう。

　もし弁護士に相談をしたいのであれば、全国の主要都市に弁

護士会の紛争解決センターがあるので、そちらで相談すること

ができます。相談料は弁護士会によって若干の相違があるよう

ですが、３０分５，０００円程度だと聞きます。また、弁護士会であ

っせんや仲裁をしてもらう場合は、申立手数料を支払って、あ

っせんや仲裁を依頼することもできます。

　なお、そこで会社との折衝がうまくいって和解が成立すると、

別途、和解金額に応じて成立手数料を支払うことが必要になる

ようです。

　弁護士会の紛争解決センターの所在地は、インターネットか

ら調べることができるので、詳しいことはこちらをご覧くださ
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い。

　日本弁護士連合会

　　http://www.nichibenren.or.jp/

　また、各市町村の行政窓口には法律相談コーナーが設置され

ていることも多いので、ここで弁護士に相談（無料）すること

もよいでしょう。この場合は、事前の予約が必要になるところ

も多いようですから各市町村にお問い合わせください。

　このほか、全国の県庁所在地において社会保険労務士会が運

営している無料相談コーナーを利用することもお勧めです。た

だし、相談できる日は都道府県社会保険労務士会ごとに設定さ

れているので、事前に電話などで確認してください。社会保険

労務士会の所在地は、インターネットから調べることができま

す。詳しいことはこちらでご確認ください。

　全国社会保険労務士会連合会

　　http://www.shakaihokenroumushi.jp/

　さらに、相談に出向きたいが平日は仕事の都合がつかなくて

……という方には、各県庁所在地に設けられている労働条件相

談センター（無料）がお勧めです。これは（社）全国労働基準

関係団体連合会が運営しているもので、相談のみを行っていま

す。相談日などは、月～金曜日は午後２時～午後８時、土曜日

は午後１時～午後６時となっています。労働条件相談センター

の所在地は、インターネットから調べることができます。詳し

いことはこちらでご確認ください。

　全基連（全国労働基準関係団体連合会）

　　http://www.zenkiren.com/

　このほか、各都道府県労働委員会においても無料で相談・あ

http://www.nichibenren.or.jp/
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
http://www.zenkiren.com/


っせん申請などを受け付けています。各都道府県労働委員会の

所在地は、インターネットから調べることができます。詳しい

ことはこちらでご確認ください。

　中央労働委員会

　　http://www.mhlw.go.jp/churoi/chihou/index.html

　しかし、何といってもお勧めは、全国の主要都市３４７カ所、

労働基準監督署の中に設置されている総合労働相談コーナーで

す。ここで労働問題に関することなら何でも無料で相談にのっ

てくれます。そのうえ、会社側に残業代未払などの法律違反が

あれば、労働基準監督署から会社を指導してもらうこともでき

ます。

　労働基準監督署および総合労働相談コーナーの所在地は、イ

ンターネットから調べることができます。

　労働基準監督署

　　http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

　総合労働相談コーナー

　　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

　また、労働基準監督署の上部機関として、各都道府県庁所在

地に「〇〇労働局」という機関がありますが、例えば、採用内

定取り消しの撤回を求めたい場合は、総合労働相談コーナーを

通じて「労働局長による助言・指導」を受けられるよう手続き

をしてもらえます。手続きは簡単で、もちろん無料です。

　近年、労働者と会社の間での個別労働紛争が多発傾向にある

ことから、厚生労働省の地方出先機関として各都道府県庁の所

在地に設置されている労働局が、労働基準法違反とならない労

使間のトラブルを解決するためのお手伝い役として開設してい
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るものです。

　今回のケースで「労働局長による助言・指導」を求めると、

労働局では事案の内容・程度などについて弁護士の意見、また、

関連する法令や過去の判例などを参考にしながら、会社側の措

置が不当なものだと判断した場合は、会社に対し「採用内定の

取り消しを撤回するように」などと助言や指導をしてくれます。

「労働局長による助言・指導」は裁判とは異なるので、判決の

ような強制力はありませんが、問題点を指摘し、解決の方向を

示唆することにより、会社と労働者双方が自主的に紛争を解決

することをお手伝いしようとする制度ですから、積極的に利活

用してみる価値はあると思われます。

　ただ、注意してもらいたい点は、どのようなときに「労働局

長による助言・指導」を求めることができるかということです。

まずは会社との間で紛争の状態になっていることが前提となり

ます。具体的には、会社から採用内定を取り消す旨を通知され

たことに対して採用内定者から会社に対して、内定どおりに入

社させてもらうよう求めた、あるいは損害賠償などを求めたが

聞き入れてもらえなかったといったところです。これが紛争の

状態というわけです。会社から採用内定を取り消す旨を通知さ

れただけの段階ではまだ紛争の状態になっているとはいえない

のです。紛争状態になったら、総合労働相談コーナーに相談し

て「労働局長による助言・指導」を求めてください。

　また、「内定を取り消された理由には納得できないが、内定

取り消しの撤回ができないのであれば、経済的・精神的な損害

に対して損害賠償金を支払ってもらいたい」などと補償金など

の支払いを求めたいのであれば、総合労働相談コーナーを通じ



て労働局の「紛争調整委員会」に対してあっせん申請の手続き

をしてもらうこともできます。もちろん無料です。

　紛争調整委員会では、あっせん委員が会社側と労働者双方の

意見を聞き、過去の判例などを踏まえて解決策を提示するなど

して解決の手伝いをしてくれます。

　あっせん制度がどのようなものか、また、あっせん申請はど

のようにするのかなどについては、資料９「『紛争調整委員会』

におけるあっせんの概要」（巻末）をご覧ください。 

18
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　会社が従業員を採用するにあたり、一般に「試用期間」を設

けることがあります。

　試用期間というのは、会社が従業員を採用する場合に直ちに

本採用とせずに一定の期間を設けて試験的に使用（試用）する

というもので、その期間中における社員の勤務態度や能力、あ

るいは仕事への適性などを観察し、その期間経過後に正式採用

するかどうかを決めるというものです。

　しかしながら、試用期間が設けられているとはいえ、労働契

約はすでに成立している状態といえるので、「本採用しません」

ということは、すなわち解雇と同じ意味をもつものと解されま

す。

　そこで、会社が従業員を解雇する場合、理由の如何を問わず

解雇することができるかというと、労働基準法にも明定されて

いるように、「客観的にみて合理的と判断されるほどの理由が

あり、社会通念上、誰もが納得できるものだと認められる程

度」の場合でなければ、その解雇の効力は生じないということ

になります。

　そこで問題となるのは、合理的な理由とはどのようなものな

のか、あるいは、解雇が無効であるということを誰が判断する

のかです。

　それは最終的には、労働者から裁判所へ提訴して裁判官の判

断をあおぐこととなりますが、そのために要する労力・時間、

あるいは経費などを考えると、解雇通告をされた労働者として

３カ月の試用期間の満了直前、会社から
「本採用しません」と通告されたら……QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ222222222222222222222.....................Q 2.



は、直ちに訴えを提起することができる人は少ないでしょう。

　このような場合、とりあえず会社に対してその理由の説明を

求めるために、資料７「解雇理由証明書」（巻末参照）を交付

していただくよう求めてください。この用紙はもよりの労働基

準監督署でもらうこともできます。

　会社が従業員を解雇する場合、必ずその理由を明示しなけれ

ばならないとされているものではなく、従業員から求められた

場合にはこれを交付することとされていますから、会社に対し

て請求しなければ交付されることはありません。

　会社は従業員からこの証明書の交付を求められたときはこれ

に応じなければならないこととされているので、これに応じて

もらえなかったときは、会社の所在地（勤務場所）を管轄する

労働基準監督署へ出向いて「解雇理由証明書を交付するように

会社を指導してほしい」と申告してください。この場合、本人

に代わって親族などが申告に出向くことがありますが、必ず本

人が出向くことが必要です。申告は口頭で簡単にできます。

　会社の所在地（勤務場所）を管轄する労働基準監督署へ出向

く理由は、労働基準監督署にはそれぞれ管轄地域があって、管

轄地域外の会社に対しては指導する権限がないからです。この

場合の会社所在地（勤務場所）を管轄する労働基準監督署とい

うのは、必ずしも本社所在地の監督署ではありません。例えば、

営業所や会社の店舗などに勤務している場合は、その営業所や

店舗の地域を管轄する労働基準監督署のことをいいます。

　労働基準監督署では、申告として受理した事案については、

労働基準監督官が「司法警察員」としての職務権限をもって、

会社に対して「解雇理由証明書を交付するよう」に指導してく

20
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れます。

　労働基準監督署から指導されたにもかかわらず、会社が解雇

理由証明書を交付しなかったときは、会社の上司などから口頭

で「採用しない」など通告されたことについて、「いつ、どこ

で、誰から、どのようにいわれたのか」をメモしておきましょ

う。口頭でのやりとりは、後日、いったいわないの水掛け論に

なる可能性があります。その場合に注意してほしいのは、「誰

から本採用しないとの通告を受けたか」です。必ずその者の役

職名を聞いておいてください。相談者に対して本採用しないと

の通告をした者が従業員を解雇する権限をもった者かどうか、

後日、争いの種になることがあります。

　実際、解雇する権限、つまり人事権などをもっていない者か

ら解雇の通告をされたことに対して、後日、労働者側から会社

に対して「直属の上司から本採用をしないといわれたが、合理

的な理由のない解雇であるから解雇を撤回してもらいたい。撤

回できなければ損害賠償を求めます」と申し出たところ、会社

側から、「通告は権限のない社員が勝手に行ったものであり、

会社としての意思決定に基づいて行われたものではない。むし

ろ、従業員が無断で長期欠勤していることに対して懲戒解雇し

たい」と反論され、円満解決に至らなかったというトラブルも

ありました。

　一般に、本採用しないとの口頭による通告が取締役や総務部

長、総務課長、支店長といった役職の者からのものであれば問

題となることはないでしょうが、もしも、その者が権限をもっ

ているか疑わしいときは必ずその者に対して「採用・不採用に

ついての権限を有しているか」を確認しておきましょう。



「いつ、どこで、誰から、どのようにいわれたのか」のメモは、

このような場合に備えてのものです。“たかがメモ、されどメ

モ”です。

　なお、労働者が会社から本採用しないとの通告を口頭で受け

た場合、そのやりとりをメモすることの有効性については、つ

い最近、外国人の不法就労者が会社の業務中に心筋梗塞になり

入院したことに対して、会社は労災申請を拒んだうえ、解雇を

いい渡したという事案がありましたが、この外国人就労者が、

毎日、ノートに出勤時刻や退社時刻をつけていたことが決め手

となって、月間１００時間を超す残業が立証され労災認定された

という出来事がありました。このように、メモでも立派に証拠

能力を有することもあるのです。

　会社から「解雇理由証明書」を交付してもらったら、その中

に書かれている「解雇の理由」欄をよく読み、そこに書かれて

いる解雇理由が納得できるものであるのかどうか、よく検討し

てください。

　解雇理由が納得できるものであれば、「本採用しない理由」

によるトラブルはそれで解消です。あとは、解雇予告手当の問

題となります。

　そもそも、会社などの事業主が従業員を解雇する場合は、労

働基準法に定めるところにより原則として３０日以上前に予告し

なければならないとされています。

　３０日以上前に予告が行われず、即時に解雇された場合は、事

業主は３０日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなくては

なりません。例えば「４日後に解雇します」と予告した場合に

は２６日分の解雇予告手当を支払う必要があります。解雇予告手

22
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当のことについては、Ｑ３４で説明しているので、あわせてお読

みください。

　この解雇予告手当を支払わなかった場合も申告の対象になり

ますので、事前に、会社に対して、念のため「いつ解雇予告手

当を支払ってくれるか」を確認しておきましょう。

　そして、その日までにあるいは解雇の日までに支払われなか

った場合には、上記と同様に労働基準監督署へ申告に出向いて

ください。

　申告を受理した労働基準監督署は、会社に対して「解雇予告

手当を支払わないことは労働基準法違反ですから支払いなさ

い」という指導をすることとなります。

　また、解雇理由証明書に書かれている「本採用しない理由」

が納得できなかったときは、会社に対して「この理由では納得

できません」ということを主張してください。さらに、会社に

対してどのようにしてほしいのか、例えば、労働契約の継続を

望み復職したいのか、あるいは、それが聞き入れられないなら

ば雇用の機会を失ったことによる経済的・精神的損害（逸失利

益・慰謝料など）についてどれだけの額を補償してほしいのか、

などということを明確に申し出ましょう。

　この申し出は、できれば書面で行うのがよいのですが、口頭

でもかまいません。また「補償金の支払い、または返答はいつ

までにお願いします」というように期限を指定しておくことが

肝心です。期限は少し余裕をもって１０日～２週間後あたりにし

ておくことが無難でしょう。

　なお、口頭による申し出の場合、肝心なことは、上述しまし

たが、会社の「誰に」申し出るのかということです。あなたの



相手はあくまで「会社」なのですから、責任と権限のある者に

対して申し出ることが大事です。責任も権限もない「担当者」

に対して申し出ても、それは会社への有効な申し出とみなされ

ないことがあるのでご注意ください。

　後日、裁判所で争うことになるかもしれないことを念頭にお

くと、申し出の内容を配達証明付きの内容証明郵便で送付する

ことが望ましいのですが、しかし、そこまでは……といわれる

方には口頭、または普通の書面でも結構です。ただ、口頭の場

合は再三注意しているように、誰に申し出たのか、相手の職

名・氏名、申し出月日、申し出内容、相手の対応状況などをメ

モしておくことを忘れないようにしてください。

　そのうえで、指定した期限までに申し出の内容が聞き入れて

もらえなかった場合、あるいは、何の返答も得られなかった場

合は、会社から交付された「通告文書」のほか、労働条件通知

書（Ｑ３参照）、解雇理由証明書、あるいは会社への申し入れ

書のコピーなどのほか、印章を持参して労働基準監督署の総合

労働相談コーナーへ相談してください。

　労働基準監督署および総合労働相談コーナーの所在地は、イ

ンターネットから調べることができます。

　労働基準監督署

　　http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html

　総合労働相談コーナー 

　　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

　総合労働相談コーナーでは、判例などから、あなたが今後ど

のように対応したらよいのかをアドバイスし、事案によって、

本採用しないという通告を撤回してほしい場合には各都道府県
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庁所在地の労働局に対して「労働局長による助言・指導」がし

てもらえるよう手続きしてくれます。助言・指導などは無料で

す。

　これに対し労働局では、事案の内容・程度などについて検討

し、弁護士の意見、過去の判例などを踏まえて、会社側の措置

が不当なものだと判断された場合、会社に対して本採用しない

通告を撤回するよう指導してくれます。

「労働局長による助言・指導」とはどのようなものか、どのよ

うなときに求めることができるかなどの詳しいことは、Ｑ１を

お読みください。

　相談者が、本採用しない通告の撤回を求めるのでなく、離職

せざるを得なくされたことによる経済的損失および精神的苦痛

に対する補償金の支払いを求めたいという場合には、「紛争調

整委員会へのあっせん申請」の手続きもできます。あっせん申

請などは無料です。

　紛争調整委員会では、あっせん委員が会社側と労働者双方の

意見を聞き、過去の判例を踏まえて解決策を提示するなど、解

決の手伝いをしてくれます。

　あっせん制度がどのようなものか、また、あっせん申請はど

のようにするのか、などについては、資料９「『紛争調整委員

会』におけるあっせんの概要」（巻末）をご覧ください。

　また、弁護士などに相談したい場合はＱ１を参照してくださ

い。 



 

　相談者のように中途採用で入社する場合、ハローワークの求

人公開カードや市販の求人誌などをみて面接・入社する方が多

いようですが、求職者の多くはそこに掲載されている給与額、

交通費支給の有無、勤務時間、社会保険への加入の有無、退職

金の有無など、諸々の労働条件がそのまま自分に対する採用条

件そのものであると信じている方が多いようです。

　実際、面接時などにおいて会社から具体的な労働条件などを

示されず、また、入社時に労働条件通知書（後述）を交付され

ないまま入社し、後日、実際に支給された給与額をみたところ、

求人公開カードなどに記載されていた金額よりもかなり少なか

ったため、これは何かの間違いではないかとの相談を受けるこ

とがよくあります。

　求人公開カードや求人誌などに掲載されている労働条件とは、

法律的にはいったいどのような性質のものなのでしょうか。判

例をみると、「求人公開カードなどに記載された労働条件を明

確に変更するような特段の事情（双方の合意など）がない限り、

そこに記載された労働条件のとおり定められたものと解すべき

である（昭５８．１０．１９　大阪地裁決定〔千代田工業事件〕）」とい

うものもありますが、すべての裁判例がこのように取り扱われ

ているかといえば、答えはノーです。

　ほかの判例においては「求人公開カードに記載された基本給

の額は給与の『見込み額』である。また、最低額の保障をした

ものでもなく予定された目標額である。したがって、実際の確

26
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定額と見込み額が違っていてもやむを得ない（昭５８．１２．１９東京

地裁判決〔八州事件〕）」としているものもあり、こういうケー

スは判例がまだ確立されていないようです。

　したがって、裁判になった場合、求人公開カードなどに記載

された内容が個々の労働契約にどの程度影響を及ぼすかなどに

ついて総合的に検討され判断されることになるようです。例え

ば、会社が作為的に給与額を誇大表示していた場合などのよう

に社会的に非難されるような事実があった場合は、「信義誠実

の原則」に反する行為として会社は損害賠償の責任を負わされ

ることもあり得るとされます。

　一般には、求人公開カードというものは「当社にはこのよう

な制度などがありますよ。だから応募してください」といって

求職者を誘っている、つまり、法律的には「申し込みの誘引」

であるといわれ、また、求職者がこれに応募するということは、

法律的には「契約の申し込み」をしたにすぎないものとされる

ことも多いと理解しておいたほうが無難でしょう。

　いずれにしても、求職者としては、求人公開カードなどに記

載された内容が実際のものと大きく相違することはないであろ

うと期待して応募しているのですから、そこに記載されている

給与など労働条件の内容が実際のものと大きく異なる場合は、

会社に対して「信義誠実の原則」に反するとして、給与額の差

額を支払うよう求めることは可能です。

　しかし、従業員の主張が認められるのは、会社がその求めに

応じず、そのことを求職者が裁判所へ提訴し、裁判所が「信義

誠実の原則」に反すると判断してはじめて認められるわけです

から、現実問題としてはなかなか難しい問題です。



　仮に求職者側が裁判に訴えたとしても、はたして会社側が

「信義誠実の原則」に違反していることを立証できるかどうか

は非常に難しいと思われ、勝算があるか否かを考えると、悲観

的にならざるを得ません。また、求職者の側にこのように裁判

に訴えるだけの時間的・経費的な余裕があるとも思えません。

　あえて裁判により決着をしたいということであれば、例えば

簡易裁判所に訴えを起こすのもよいでしょう。１４０万円までの

金額の事案については簡易裁判所で取り扱うことになっていて、

とくに、６０万円までの金額の事案については少額訴訟という簡

単な手続きによって訴えを起こすこともできます。

　少額訴訟は、自分で簡易裁判所に備えられている定型の「訴

状」用紙に必要事項を書き込んで提出するだけでよく、あとは、

簡易裁判所から公判期日の連絡が来て手続きを説明した書面を

受領したうえで期日に出頭すれば、その日１回の審理で判決が

出されるものです。事前に簡易裁判所へ出向いて説明を聞けば、

一人で簡単に手続きすることができます。費用は求める金額に

よりますが、例えば、求める金額が３０万円程度の場合は、手数

料３，０００円、郵送料として約６，０００円、合計９，０００円ほどで済み

ます。

　ところで、先に述べたように、会社が従業員を採用する場合

は、労働契約の締結に際して「あなたの給与や労働時間はこの

ようなものですよ」という労働条件を書面により明示しなけれ

ばならないこととされています。一般に、これは資料２の様式

例「労働条件通知書」（巻末参照）のような内容で作成・交付

されます。

　ちなみに、この労働条件通知書には次のような事項を記載す
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途中省略

　本編はダウンロード時間短縮のため省略版でお

届けしています。

　途中省略なしの完全版をご希望の方は製品版を

ご「購読」ください。



著者プロフィール

岡島　孝吉（おかじま　こうきち）
中央大学法学部卒業
労働アドバイザー・社会保険労務士
岡島社会保険労務士事務所所長
社会保険労務士として企業の労務管理についてコンサルティングなどを
行うかたわら、労働局から総合労働相談員を委嘱され、これまでの間、
労働基準監督署などにおいて経営者・労働者の双方約１，９００人から労働
問題に関するトラブルの相談を受け、解決策のアドバイスを行う

http://www.boon-gate.com

（文芸社発行の通常書籍 （紙の本） については、全国書店でお尋ねいただくか、 「文芸社 ON-LINE」 
サイト、 http://www.bungeisha.co.jp を御参照ください。 ） 

誰も教えてくれなかった　労働トラブル３９の疑問

２００６年１２月１５日　　電子出版発行

著　　者　　岡島　孝吉

発　行　者　　瓜谷　綱延

発　行　所　　株式会社文芸社

 〒１６０－００２２　東京都新宿区新宿１－１０－１
 　　　　　　電話　０３－５３６９－３０６０（編集）
 　　　　　　　　　０３－５３６９－２２９９（販売）
 　　　　　　

© Kokichi Okajima ２００６ Corded in Japan
 ISBN４－２８６－０１９６３－２
　
　

 新　０６.１１.２２　CAPS

http://www.boon-gate.com
http://www.bungeisha.co.jp

